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　CSRの７つの重点テーマに関する取り組みに対するガバナン
スを強化するため、常務会（議長：社長）が当社グループのサス
テナビリティマネジメントを推進する体制を構築しています。
　当社グループのSDGs（Sustainable Development Goals：
持続可能な開発目標）および各重点テーマのインパクト、リス
ク、機会の特定と、アクションプラン（方向性、目標・ターゲット）
の策定は、常務会の承認のもと設置した組織横断型ワーキング
グループ（WG）に議論し、コーポレート統括部門管掌執行役員
がその内容を集約して、常務会へ報告します。現在「サプライ
チェーン」「環境」「人権・労働」「SDGs」の４つのテーマのWGを
設置し、協議を行っています。なお、WGで議論される各テーマの
プロセスの有効性は常務会報告時に審議、評価します。
　WGで策定した戦略や方針を、関係する専門委員会が事
業計画に反映し、各業務執行部門における計画の進捗状況
を常務会で管理します。なお各重点テーマの責任者である各
統括部門管掌の執行役員は、関係する専門委員会に議長と
して出席しています。

内部統制システム

　会社法にもとづき、内部統制システムの構築に関する基本方
針を取締役会で決議し、方針にもとづく体制の整備を図ってい
ます。基本方針については、経営環境の変化などに応じて毎年
見直しを行い、一層実効性のある内部統制システムの整備・運
用に努めています。
　危機事象へ発展する恐れがあるコンプライアンス事案など
懸念事項に対して、従業員が直接通報・相談できる仕組みとし
て「ホットライン相談窓口」を設置、運営しているほか、通報でき
るルートを複数確保し、必要な情報がガバナンス機関へ上がり
易い体制を整えています。

CSRの重点テーマにおける
ガバナンス機関の役割

　当社グループにおいて、当社社長がコンプライアンスを統括す
る責任者として、コンプライアンスを経営における最優先事項と
し、コンプライアンス体制の整備及び改善に努めています。
　コンプライアンスの推進に関する協議・検討機関として、専門
委員会の一つにコンプライアンス委員会を設置するとともに、コ
ンプライアンスオフィサー制度のもと、チーフコンプライアンスオ
フィサー（CCO）、コンプライアンスオフィサー（CO）およびコン
プライアンスリーダー（CL）が主体となり、コンプライアンスの推
進を図っています。
　CCOは当社グループ全体、COはその担当部門におけるコンプ
ライアンスに関する事項について、調査権、指示命令権（業務・出
荷の停止等を含む）および提案権を有しており、コンプライアン
ス事案の発生時にはCCOが外部専門機関へ報告・相談する体
制も整えています。CLは、COを補佐して各職場でさまざまな活
動を推進する一方、コンプライアンス事案を認識・把握した場合
には、部門長およびCOへ報告するとともに、事案内容によっては
対応を行うことが求められています。

コンプライアンス推進体制

常に経営の透明性向上を図りながら、誠実な
事業活動を実践している

東洋ゴムグループは、実効的なコーポレート・ガバナンス
の実現を目的として、コーポレートガバナンス・コードの
原則を適切に実践しています。株主の権利・平等性を確
保し、株主以外のステークホルダーとの適切な協働、お
よび対話に努め、そのための適切な情報開示と透明性の
確保に取り組んでいます。取締役会においては、株主に
対する説明責任を踏まえ、会社の持続的成長と中長期
的な企業価値の向上のため、収益力の向上、資本効率の
改善等を図る役割・責務を適切に実践しています。
また、理念の体現に必要なコンプライアンスの強化の取
り組みにおいて、誠実に事業活動を行うためのグループ
各社共通の行動原則として「東洋ゴムグループ企業行動
憲章」を、そして役員・従業員一人ひとりが企業行動憲章
を実践するために「東洋ゴムグループ行動基準」を定め、
グループ全体への浸透を図っています。

重点テーマ

ガバナンス・
コンプライアンスの強化

2020年のあるべき姿

● コーポレート・ガバナンスの強化
● コンプライアンス最優先意識の浸透向上

Env i ronmen t Soc i a l Gove rnance

7

方   針

優先的に取り組むべき課題

監査役会

基本的な考え方

企業理念の浸透とコンプライアンスレベルの向上により、経営の
透明性を高め、専門性の高い実効的なコーポレート・ガバナンス
をめざします。

目標

株主総会

社長

組織単位の長

コンプライアンス
リーダー（CL）

チーフコンプライアンスオフィサー（CCO）

従　業　員

コンプライアンスオフィサー（CO）

取締役 監査役

内部通報制度

委員長：CCO
委　員：CO、コンプライアンス・リーガル本部長
陪　席：取締役・監査役
事務局：コンプライアンス推進部

ホットライン相談窓口

独占禁止法遵守相談窓口

取締役会

常務会

　コーポレート・ガバナンス体制として、意思決定・監督機関であ
る「取締役会」、執行の意思決定機関である「常務会」、分野別の
審議・協議機関である「各種専門委員会」、そして取締役会及び
取締役の職務執行の監査機能を果たす機関として「監査役会」
があり、それぞれ機能を十分発揮できる体制を整えています。
　取締役は経験、人格、識見から、企業価値向上に資する経
営を行うことができると判断した者を取締役会が候補者に指
名し、年1回の株主総会において株主により選任されます。
　当社の取締役会の議長は業務執行を行う社長が兼任しておりま
すが、取締役の3分の１以上を独立した社外取締役とすることで、
取締役会の独立性を確保するとともに、議論を発展、強化していま
す。また取締役会に関して定期的に外部評価を実施することで、取
締役会および各委員会の機能性と実効性を確保しています。
　なお、当社の役員が当社グループと利益相反を生じる、あるい
は生じる恐れのある行為を行うことを禁止しています。

コーポレート統括部門管掌執行役員

責任

活動推進体制

コーポレート・ガバナンス体制

専門委員会

コンプライアンス委員会

危機管理委員会

組織人事委員会

品質保証委員会

投融資委員会

技術委員会

環境・安全衛生委員会

〈ガバナンス構造〉

〈コンプライアンス推進体制〉

（2018年4月時点）

（2018年4月時点）

（年1回）

（月1回）

（月2回）

監査役4名（うち社外監査役3名）

※議長：社長…取締役6名（うち社外取締役2名）

※議長：社長…
　統括部門管掌等の執行役員（常務執行役員または執行役員）
　12名（うち取締役兼務4名）※社外取締役、監査役が陪席

※議長：チーフコンプライアンスオフィサー
…CCO、各組織COおよび関係組織本部長24名

※議長：危機管理管掌役員
…関係部門管掌役員および関係組織本部長10名

※議長：社長
…社内取締役および執行役員4名

※議長：品質コンプライアンス統括部門管掌役員　
…関係部門管掌役員および関係組織本部長6名

※議長：経営企画本部長
…関係組織部長　8名

※議長：技術統括部門管掌
…関係部門管掌役員および関係組織本部長6名

※議長：品質環境安全統括部門管掌役員
…関係部門管掌役員、関係組織本部長および
　関係組織部長11名

(四半期に１回)

(四半期に１回)

(四半期に１回)

(四半期に１回)

(月１回)

(四半期に１回)

(月2回)

取締役会 コンプライアンス委員会

報告 任命

任命
外
部
専
門
機
関

コンプライアンス推進部は、この体制が適正かつ効率的に機能するよう、各段階で
支援を行います。

東洋ゴムグループは、様々なステークホルダーに対する
責任を負っていることを認識するとともに、経営の透明性
の確保と組織内の公正性を追求するための、適切な経営
体制の維持とコンプライアンス最優先意識の浸透向上
を、優先的に取り組むべき課題と位置付けています。

優先的に取り組むべきと考える理由
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理 念 の 浸 透
　東洋ゴムグループは2017年１月1日付けで、すべての役員お
よび従業員が仕事の基軸とする新たな理念を制定し、全従業
員への浸透施策を展開しています。
　将来にわたって継承し続けていく大切な創業の精神として「社
是」をその最上位概念として位置づけ、社会における自らの存在
意義を「私たちの使命」として言葉で定義し、それを果たすために
目指すべき企業像を「私たちのありたい姿」として明文化しまし
た。そして、すべての役員・従業員が等しく大切にしていきたい考
えの拠りどころとして「私たちの持つべき価値観」を定めました。
　理念浸透施策として、国内の当社事業所および関係会社に
おいては、当社の役員、本部長が管下の従業員と理念を題材に
対話する機会を設け、海外関係会社においては当社社長自ら
が訪問し、理念の説明を行いました。

取 締 役 会 の 取り組 み
　2017年度は取締役会を月2回以上、合計26回開催し、取締
役および監査役が参加しました。
　当社では、全取締役・監査役に対して記名式で、取締役会の
運営、取締役会の構成・能力、取締役会の活動、全体の各項目
についてアンケートを行うことにより、取締役会全体の実効性
について分析・評価を行っています。公正性を担保するために
集計は第三者に行わせました。2017年度の分析・評価の結果
から、全ての項目において概ね肯定的な自己評価が得られてお
り、取締役会全体として実効性が確保されているといえます
が、取締役会議事の時間配分の適正化や社外取締役への情報
提供の充実など、取締役会の運営については引き続き改善す
べき課題として取り組んでいます。

株 主・投 資 家 さまとの 対 話

　当社は、年１回株主総会を、四半期決算ごとに「決算説明
会」を開催しています。通期および中間の決算発表時には、経
営トップから機関投資家や証券アナリストの皆さまに、業績
動向や将来の展望、事業環境や市場の動きをお伝えしていま
す。決算発表以外にも、社長自らが出席してのスモール・ミー
ティングや、マネジメントクラスと機関投資家とのエンゲージ
メント機会を複数回開催しました。また、機関投資家・アナリ
ストの皆さまのそれぞれの関心事に対して、IR担当者がお答
えするコミュニケーション機会（個別取材対応）も四半期ごと
に設け、当社グループの経営に対する理解促進を図っていま
す。さらに、増加する海外機関投資家の皆さまからの要請に
対しても、サイレント期間を除き個別取材の充実や、海外ロー
ドショーを実施するなど、積極的に対応しています。
　2017年度当社IR担当者が対応した株主・投資家さまとの
対話機会は延べ300社400名以上ありました。そうした機会
のうち当社のESGに関する対話を行う機会は約５％ありまし
た。株主・投資家さまからのご意見やご要望は、定期的に経営
層および社内関連部門にフィードバックしています。

危 機 管 理 体 制 の 強 化
　当社グループでは、「危機管理規程」にもとづき、コーポレー
ト統括部門管掌が危機管理統括として、危機事象毎に設置し
た危機管理責任者以下、危機管理体制を統括します。主な危機
事象については、平時における当社グループにとっての潜在的
な危機事象の評価・分析及び危機事象の発生可能性を低減す
るための活動と、有事における被害・損害を最小限に抑え速や
かに事業を復旧するための活動を取り決め、管理します。
　危機管理責任者は、担当する主な危機事象に関し、以下の役
割を担います。

ガバナンス・コンプライアンスの強化

　日本国内のアナリストや機関投資家の方々に、当社グルー
プの事業の柱である米州市場でのポテンシャルについて理
解を深めていただくことを目的として、米州タイヤ製造拠点
Toyo Tire North America Manufacturing Inc.（TNA）の
視察見学会を開催しました。
　現地幹部から工場概要や独自工法である「A.T.O.M」、組
織体制、米州におけるR&D戦略、販売戦略など説明し、TNA
の工程を見学いただきました。また、当社製品をお取り扱い
いただく販売店にもお連
れし、市場の評価を直接
取材いただきました。

アナリスト・機関投資家向けに
米州タイヤ製造拠点視察見学会を開催

TOP ICS

アナリスト見学会における
ミーティングの様子

コーポレート・ガバナンス

重点テーマ7

決算説明会の様子

❶危機事象に関する諸制度・施策・規定・危機管理体制等を構築・
　整備し、個別対応マニュアルを作成・管理。
❷年1回以上、危機管理委員会に対し、(ⅰ)危機管理体制の整備状況、
　(ⅱ)危機管理体制の評価・改善計画、(ⅲ)危機管理体制の改善
　計画の実施状況の報告。
❸拠点長・部門長から有事の疑いがある旨の報告を受けた際は、
　直ちに危機管理統括へ報告。

企業行動憲章と行動基準の浸透
　東洋ゴムグループは、誠実に事業活動を行うためのグループ
各社共通の行動原則として「東洋ゴムグループ企業行動憲章」
を、そして役員・従業員一人ひとりが企業行動憲章を実践するた
めに「東洋ゴムグループ行動基準」を定めています。なお、海外の
クループ各社は行動基準を指針として、各国・地域の法令や慣
習などの違いを踏まえた独自の行動基準を制定しています。
　国内では行動基準の浸透を図るツールとして制作した「行動基
準ハンドブック」を用いた読み合わせ研修を、グループ会社を含む
すべての役員・従業員で行い、研修終了時には、各自がコンプライ
アンスを推進する旨を表明する誓約書を提出しています。2017年
度はすべての従業員が研修を受講し、誓約書を提出しました。
　また、海外では７カ国語（英語、ロシア語、ドイツ語、イタリア
語、中国語、タイ語、マレー語）に対応した「行動基準ハンドブッ
ク」を各拠点に配布し、グループ全体への浸透とコンプライア
ンス強化に取り組んでいます。
　そのほか、コンプライアンス強化の取り組みとし、毎月チーフ
コンプライアンスオフィサーによるメッセージや意識啓発を目
的としたコンプライアンス通信の発信、eラーニングやコンプラ
イアンス意識調査を実施しています。

内 部 通 報 制 度 の 運 用

　当社グループでは2006年度から内部通報制度を運用してい
ます。国内の内部通報制度の窓口として「ホットライン相談窓
口」を東洋ゴム工業株式会社監査部、社外弁護士事務所、社外
専門会社に設置しており、従業員のみならず、お取引先さまも
利用することが可能で、匿名による通報にも対応しています。ま
た海外では各拠点で相談窓口の設置を進めています。
　国内の「ホットライン相談窓口」は携帯カードの配布やポス
ターの掲示、毎月社内向けに発行しているコンプライアンス通
信などを通じて活用促進を呼び掛けた結果、当社グループ内に
おける認知度は増加しています。

反 競 争 的 行 為 禁 止 の 取り組 み

　当社グループは各国の競争法関連法令の遵守を徹底する
ために、遵守体制・制度の構築、教育・啓発活動等を推進して
います。具体的には、「カルテル防止規定」にもとづき、営業担
当役職員を対象に、競合他社との接触に係る事前申請書、事
後報告書及び除外申請書の提出および独占禁止法遵守に関
する誓約書の提出を義務づけています。また、独占禁止法遵
守相談窓口の設置、監査部門による「カルテル防止規定」遵
守状況の監査、関係者に対する研修（eラーニングを含む）等
を実施するなど、積極的に法令遵守のための取り組みを行っ
ています。

腐 敗 防 止 の 取り組 み

　当社グループは、企業の事業活動における不正、違法、また
は背信行為を誘発するおそれのある一切の腐敗行為（贈収
賄、その他便宜の授受、着服、あっせん収賄、職権乱用、不正
蓄財、隠蔽、司法妨害）を禁止し、腐敗行為に関連して生じる
恐れのあるマイナスのインパクト（途上国の貧困、環境破壊、
人権侵害、民主主義の悪用、誤った投資、法の支配の弱体化
など）の回避に努めています。
　なお、国際NGOのTransparency Internationalが調査・公
表する腐敗認識指数（CPI）を参考に、当社グループが事業所を
設置している国や地域で腐敗行為が起こりうるリスクについて
評価しています。
　そして、CPIが40を下回ると評価された国における事業活動
では特に注意が必要と考えています。

　様々な腐敗行為のうち、特に贈賄に関しては世界各国で規
制が強化されている中、当社グループでも教育・啓発活動を
実施しています。2016年度から2017年度にかけて、日本、マ
レーシア、タイ、および中国において、それぞれの国に所在す
る法律事務所の弁護士を講師に招き、贈収賄防止セミナーを
開催しました。

2017年度コンプライアンス意識調査結果

TOP ICS

コンプライアンス

※回答率93.0％（2016年度90.4％）
❶コンプライアンスの推進活動の実施

（2016年度 88％）
この1年間にコンプライアンス意識向上の
取り組みが1回以上行われた 97％
❷コンプライアンスの認知・理解度

（2016年度 83％）
コンプライアンスの意味について知っている 85％※東洋ゴムグループのコンプライアンス：単に法令遵守ではなく、
　法令や社内ルールを守り、高い倫理意識を持って行動する

❸コンプライアンスの定着度

（2016年度 92％）
自身が業務を遂行するにあたって、コンプライ
アンスを意識している 94％

担当者コメント

　熱心にコンプライアンス活動に取り組んでいる職場が増えてきた
ことや、職場内でのコミュニケーション機会が多くなったこともあ
り、従業員のコンプライアンス意識が向上しています。
　一方、役職間でコンプライアンス意識に差があるものや、「気軽に
相談できる雰囲気でない」とする意見もまだ
残っており、引き続き研修・教育活動の見直し
や各職場でのコミュニケーションを通じて、全
従業員への更なるコンプライアンス意識の向
上と定着を目指します。

東洋ゴム工業株式会社
コンプライアンス・リーガル本部

コンプライアンス推進部
今田 亮
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